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国
際
会
計

公
的
説
明
責
任
の
な
い
子
会
社
の
開

示
削
減
に
関
す
る
Ｅ
Ｄ
、公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
の
税
効
果
会
計

の
実
務
対
応
報
告
、次
回
公
表
議
決
へ

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
７
月
28
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
４
６
２
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
の
税
効
果
会
計

実
務
対
応
報
告
公
開
草
案
61
号

「
グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
を
適
用
す
る

場
合
の
会
計
処
理
及
び
開
示
に
関
す

る
取
扱
い
（
案
）」
に
寄
せ
ら
れ
た

主
な
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応
案
と
、
文

案
等
に
つ
い
て
、審
議
が
行
わ
れ
た
。

通
算
税
効
果
額
を
授
受
し
な
い
場

合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、「
遡
及
適

用
に
関
し
て
、
連
結
納
税
制
度
と
グ

ル
ー
プ
通
算
制
度
で
は
制
度
が
異
な

る
こ
と
か
ら
、
新
た
な
制
度
の
適
用

に
伴
う
会
計
処
理
の
変
更
は
企
業
会

計
基
準
24
号
５
項
⑵
に
定
め
る
自
発

的
に
会
計
方
針
の
変
更
を
行
う
場
合

に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、
税
効
果
会
計
に
関
し
て
実
務
対

応
報
告
39
号
の
特
例
的
な
取
扱
い
を

適
用
し
て
い
る
場
合
、
原
則
的
な
取

扱
い
へ
の
変
更
は
、
企
業
会
計
基
準

24
号
５
項
⑴
に
定
め
る
会
計
基
準
等

の
改
正
に
伴
う
会
計
方
針
の
変
更
に

該
当
す
る
」
と
い
う
旨
の
コ
メ
ン
ト

対
応
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
委
員
か
ら
の
「
寄

せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
は
、
実
務
対
応

報
告
５
号
等
で
定
め
ら
れ
て
い
る
会

計
処
理
か
ら
別
の
会
計
処
理
に
変
更

す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
質

問
で
あ
り
、
こ
の
質
問
へ
の
回
答
と

な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と

い
う
意
見
に
、
事
務
局
か
ら
表
現
を

見
直
す
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

公
開
草
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

特
段
異
論
は
聞
か
れ
て
お
ら
ず
、
次

回
の
親
委
員
会
（
８
月
11
日
開
催
予

定
）
で
公
表
議
決
し
た
い
旨
が
示
さ

れ
た
。

リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
基
準
の
開
発

第
１
０
２
回
リ
ー
ス
会
計
専
門
委

員
会（
２
０
２
１
年
８
月
10
日
号（
№

１
６
１
９
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
借
手
の
費
用
配

分
の
方
法
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
16
号
の
単
一

モ
デ
ル
か
、
ト
ピ
ッ
ク
842
の
２
区
分

モ
デ
ル
か
）
の
再
検
討
に
つ
い
て
審

議
が
行
わ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
は
、
次
の
よ
う
に
論

点
に
つ
い
て
の
分
析
が
示
さ
れ
た
。

●
関
連
諸
法
規
等
と
の
関
係

単
一
モ
デ
ル
と
２
区
分
モ
デ
ル
を

選
択
す
る
う
え
で
は
、
関
連
諸
法
規

と
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
す
べ
き
で

あ
る
。

【
分
析
】
単
一
モ
デ
ル
は
社
会
的
コ
ス

ト
が
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、

一
義
的
に
は
、
財
務
諸
表
の
利
用

者
に
与
え
る
有
用
性
で
判
断
す
べ

き
。

●
財
務
諸
表
利
用
者
の
ニ
ー
ズ

米
国
会
計
基
準
で
は
、
オ
ペ
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
に
つ
い
て
利
息

が
明
示
的
に
計
上
さ
れ
な
い
が
、
米

国
の
財
務
諸
表
利
用
者
が
米
国
会
計

基
準
に
基
づ
く
数
値
を
ど
の
よ
う
に

用
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
調
べ
る
必

要
が
あ
る
。

【
分
析
】
米
国
の
財
務
諸
表
利
用
者
へ

の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
結
果
、
利
用

者
の
ニ
ー
ズ
が
ど
ち
ら
に
あ
る
か

判
断
す
る
の
は
難
し
い
が
、
利
息

の
調
整
の
観
点
だ
け
を
考
慮
す
る

場
合
、
単
一
モ
デ
ル
の
ほ
う
が
有

用
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。

利
用
者
サ
イ
ド
の
委
員
か
ら
は
、

「
日
本
の
状
況
と
し
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

基
準
適
用
企
業
の
時
価
総
額
が
大
き

い
。
比
較
可
能
性
の
観
点
か
ら
は
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
16
号
の
単
一
モ
デ
ル
が
よ

い
の
で
は
」
と
い
う
意
見
が
聞
か
れ

た
一
方
、「
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・

リ
ー
ス
に
利
息
費
用
を
求
め
る
の
は

腑
に
落
ち
な
い
。
慎
重
な
検
討
を
」

と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。

去
る
７
月
26
日
、
国
際
会
計
基

準
審
議
会
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
は
、「
公

的
説
明
責
任
の
な
い
子
会
社
：
開

示
」（ED

/2021/7, Subsidiaries 
w

ithout Public Accountability: 
D

isclosures

）（
以
下
、「
本
公
開
草

案
」
と
い
う
）
を
公
表
し
た
。

本
公
開
草
案
の
内
容

⑴　
要　
件

本
公
開
草
案
は
、
次
の
要
件
の
両

方
を
満
た
す
子
会
社
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
財

務
諸
表
の
開
示
要
求
を
削
減
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
選
択
の
導
入
を
提

案
し
て
い
る
。

【
要
件
】

●
親
会
社
が
、
公
衆
が
利
用
可
能
な

連
結
財
務
諸
表
を
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
基

づ
い
て
作
成
し
て
い
る
。

●
子
会
社
は
報
告
期
間
末
に
公
的
説

明
責
任
を
負
わ
な
い
。

本
公
開
草
案
は
、
債
券
ま
た
は
株

式
が
取
引
所
な
ど
の
公
開
市
場
で
取

引
さ
れ
て
い
る
か
、
公
開
の
準
備
過

程
に
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
主
た
る

事
業
と
し
て
広
範
な
外
部
者
か
ら
委

託
を
受
け
て
資
産
を
保
有
し
て
い
る

場
合
（
例
：
銀
行
な
ど
の
金
融
機
関
）

に
は
公
的
説
明
責
任
を
負
う
と
し
て

い
る
。

⑵　
開
示
事
項

本
公
開
草
案
は
、
要
件
を
満
た
す

子
会
社
が
選
択
し
た
場
合
に
従
う
べ

き
軽
減
さ
れ
た
開
示
要
求
と
し
て
、

公
的
説
明
責
任
を
負
わ
な
い
企
業
を

念
頭
に
開
発
さ
れ
た
中
小
企
業
向
け

国
際
財
務
報
告
基
準
（IFRSs for 

SM
Es

）
の
開
示
要
求
を
勘
案
し
て

設
定
さ
れ
た
具
体
的
な
開
示
事
項
を

規
定
し
て
い
る
。

加
え
て
、
本
公
開
草
案
は
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
に
基
づ
く
場
合
に
は
必
要
と
さ

れ
る
が
、
軽
減
さ
れ
た
開
示
を
選
択

す
る
場
合
に
は
不
要
と
な
る
開
示
事

項
も
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
本
公
開
草
案
に
基
づ
い

て
軽
減
さ
れ
た
開
示
を
行
う
選
択
を

し
た
場
合
、
本
公
開
草
案
に
示
さ
れ

た
開
示
要
求
に
基
づ
く
開
示
項
目
で

あ
っ
て
も
、
重
要
性
が
な
い
項
目
の

開
示
は
不
要
で
あ
る
一
方
、
本
公
開

草
案
に
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
で
あ
っ
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監
査
人
が
、
被
監
査
会
社
の
不
正
会

計
の
兆
候
を
知
っ
た
と
き
ど
う
す
る
か
。

答
え
は
、
事
実
関
係
を
確
か
め
て
不

正
会
計
と
確
認
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
正

す
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
実
務
で

は
い
ろ
い
ろ
悩
ま
し
い
問
題
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
売
上
が
変
だ
と
感
じ

た
と
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
会
社
に
問

題
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。ま
ず
、

何
が
変
な
の
か
を
特
定
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
「
変
だ
」
と
い
う
感
覚
は
、

通
常
と
違
う
何
か
が
あ
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
通
常
と
違
う

何
か
を
探
す
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
観

点
か
ら
証
拠
を
探
す
こ
と
に
な
る
。

売
上
取
引
は
、
絶
対
的
な
要
素
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
有
形
、
無
形
、
サ
ー

ビ
ス
と
い
う
商
品
を
、
そ
れ
を
必
要
と

す
る
相
手
（
会
社
や
個
人
）
に
引
き
渡

し
（
利
用
さ
せ
）
代
金
を
受
け
取
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
売
上
取
引
が

不
正
会
計
で
は
な
く
正
当
な
取
引
で
あ

る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
客
観

的
に
裏
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
売
上
取
引
が
、
絶
対
的
要
素
を

具
備
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る

た
め
、
監
査
人
は
注
文
、
納
品
（
サ
ー

ビ
ス
提
供
）、
検
収
、
代
金
請
求
、
入

金
に
関
す
る
証
拠
を
確
か
め
る
こ
と
に

な
る
。

問
題
は
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
確
認
で

き
た
と
き
、
不
正
会
計
で
は
な
い
と
結

論
づ
け
ら
れ
る
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
資
料
が
偽
造
さ
れ
て
い
た
と

す
る
と
、
証
拠
と
は
な
り
得
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
偽
造
の
可

能
性
も
念
頭
に
置
き
、
証
拠
の
真
偽

を
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
偽
造
の
可
能
性
を
、
い
つ
認
識

す
る
か
が
実
務
上
の
課
題
で
あ
る
。
す

べ
て
の
監
査
局
面
で
常
に
偽
造
へ
の
対

応
が
必
要
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
で
は
監

査
制
度
が
動
か
な
い
。そ
の
た
め
に
は
、

被
監
査
会
社
の
そ
の
と
き
の
経
営
環
境

（
外
的
要
因
、
内
的
要
因
）
の
理
解
、

内
部
統
制
の
整
備
・
運
用
状
況
な
ど

の
総
合
的
な
情
報
か
ら
、
監
査
リ
ス
ク

（
不
正
会
計
の
存
在
の
可
能
性
）
を
評

価
し
、
外
堀
を
埋
め
て
お
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
評
価
は
、
監
査
が
進
む
に

つ
れ
て
変
化
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
常
に
最
新
の
情
報
に
基
づ

き
、
評
価
の
見
直
し
を
怠
っ
て
は
な
ら

な
い
。

監
査
の
結
果
、
不
正
会
計
が
特
定

さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
指
摘
し
修
正
を

求
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
問
題
は
不
正

会
計
の
網
羅
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
取
引
は
問
題
が
あ
る
の
で
修
正
が

必
要
で
あ
る
旨
を
会
社
に
伝
え
る
と
、

そ
の
取
引
に
つ
い
て
は
修
正
が
行
わ
れ

る
が
、
こ
こ
で
監
査
人
と
し
て
重
要
な

こ
と
は
、
す
べ
て
の
不
正
会
計
が
把
握

さ
れ
た
か
ど
う
か
の
確
認
で
あ
る
。
監

査
人
が
指
摘
し
た
取
引
の
み
修
正
し
、

終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、

不
正
会
計
が
過
年
度
か
ら
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
、

過
年
度
決
算
の
修
正
が
必
要
に
な
り
、

大
き
な
問
題
と
な
る
が
避
け
て
は
通
れ

な
い
。

さ
ら
に
監
査
人
が
判
断
に
悩
む
状

況
と
し
て
、
不
正
会
計
と
し
て
ク
ロ
に

近
い
心
証
が
あ
る
が
、
決
定
打
と
な
る

べ
き
証
拠
が
入
手
で
き
な
い
場
合
で
あ

る
。
結
果
と
し
て
詰
め
切
れ
ず
、
無

限
定
適
正
意
見
を
出
し
て
し
ま
う
こ
と

が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
実
務
に
よ
く

あ
る
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
翌
期
以
降
不

正
会
計
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
過

年
度
決
算
の
修
正
が
必
要
と
な
る
場

合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
監

査
人
と
し
て
対
応
す
べ
き
こ
と
は
、
最

初
に
抱
い
た
不
正
会
計
へ
の
疑
念
が
払

拭
で
き
な
い
場
合
は
、
限
定
付
適
正

意
見
や
意
見
不
表
明
を
真
剣
に
検
討

す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
監
査
人
と
し
て
大
変
重
い
決

断
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
監

査
の
信
頼
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な

こ
と
と
考
え
て
い
る
。
監
査
人
と
し
て

は
、
自
分
が
監
査
し
た
過
年
度
の
決

算
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況

は
作
り
た
く
な
い
。

不
正
会
計
の
兆
候
を
知
っ
た
ら

公
認
会
計
士 

手
塚　

仙
夫

会
計・監
査

カ
ナ
メ
の
要

国
際
会
計

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
17
号・９
号
の
適
用
開
始
時

の
比
較
情
報
に
関
す
る
修
正
案
、公
表

─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

て
も
、
追
加
開
示
の
検
討
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
軽
減
さ
れ
た
開
示
を
選
択

し
た
場
合
に
も
、
後
の
年
度
に
お
い

て
選
択
を
取
り
消
し
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に

基
づ
く
開
示
に
復
帰
す
る
こ
と
が
可

能
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
本
公
開
草

案
に
基
づ
く
軽
減
さ
れ
た
開
示
の
選

択
の
実
施
や
取
消
し
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の

初
度
適
用
の
関
係
に
つ
い
て
も
規
定

さ
れ
て
い
る
。

本
公
開
草
案
公
表
の
経
緯

本
公
開
草
案
の
提
案
は
、

２
０
１
５
年
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
協
議
に

お
い
て
一
定
の
子
会
社
に
つ
い
て
の

開
示
負
担
の
軽
減
を
求
め
る
要
望
が

識
別
さ
れ
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
対
応
を

図
っ
た
結
果
で
あ
る
。
子
会
社
に
お

い
て
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
基
づ
く
連
結
決

算
を
行
う
親
会
社
へ
の
報
告
用
に
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
認
識
・
測
定
に
基
づ
く
決

算
数
値
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
子
会

社
自
身
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
決
算
を
実
施

す
る
意
義
が
あ
る
一
方
、
そ
の
場
合

に
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
基
づ
く
開
示
が
必

要
と
な
る
こ
と
が
負
担
・
障
害
に
な

る
と
い
う
関
係
者
の
意
見
が
寄
せ
ら

れ
て
い
た
。

コ
メ
ン
ト
期
限

本
公
開
草
案
へ
の
意
見
募
集
の
期

限
は
２
０
２
２
年
１
月
31
日
で
あ

る
。

去
る
７
月
28
日
、
国
際
会
計
基
準

審
議
会
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
は
公
開
草
案

「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
17
号
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号

の
適
用
開
始
―
比
較
情
報
」
を
公
表

し
た
。

公
表
の
背
景

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
17
号
「
保
険
契
約
」
と

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
「
金
融
商
品
」
は

整
合
的
な
会
計
基
準
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
多
く
の
保
険
会
社
で
は

２
０
２
３
年
か
ら
の
同
時
初
度
適
用

に
向
け
、
現
在
準
備
中
で
あ
る
。

そ
の
過
程
で
、
両
基
準
に
お
け
る

経
過
措
置
の
相
違
か
ら
、
比
較
対
象

期
間
に
お
け
る
金
融
資
産
と
保
険
契

約
負
債
の
間
で
重
大
な
会
計
上
の
ミ

ス
マ
ッ
チ
が
生
じ
る
可
能
性
に
気
づ

い
た
一
部
の
保
険
会
社
か
ら
指
摘
が

あ
っ
た
。

こ
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
よ
り
、
比
較

対
象
期
間
に
お
け
る
情
報
提
供
の
有

用
性
が
損
な
わ
れ
る
懸
念
に
対
処
す
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金
　
　
融

経
済
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長

発
言
で
振
れ
や
す
く
な
る
市
場

る
た
め
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
17
号
の
狭
い
範

囲
の
修
正
が
今
回
提
案
さ
れ
た
。

ミ
ス
マ
ッ
チ
の
原
因
と
修
正
提
案

内
容ミ

ス
マ
ッ
チ
の
原
因
は
図
表
の
と

お
り
、
修
正
再
表
示
す
る
比
較
対

象
期
間
（
２
０
２
２
年
１
月
か
ら

２
０
２
２
年
12
月
）
に
認
識
の
中
止

が
行
わ
れ
た
金
融
資
産
に
つ
い
て
、

Ｉ
Ａ
Ｓ
39
号
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
が

適
用
開
始
日
（
２
０
２
３
年
１
月
）

に
存
在
し
な
い
金
融
資
産
に
は
適
用

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
公
開
草
案
で
は
、
こ
の
ミ

ス
マ
ッ
チ
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
17
号
と
の
間

で
生
じ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
比

較
対
象
期
間
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
が
適

用
さ
れ
て
い
な
い
範
囲
で
、
保
険
契

約
負
債
に
関
連
す
る
金
融
資
産
に
対

し
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
と
整
合
す
る
方

法
で
比
較
情
報
を
表
示
す
る
選
択
肢

（
分
類
オ
ー
バ
ー
レ
イ
）
を
認
め
る

よ
う
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
17
号
を
修
正
す
る

こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
分
類
オ
ー
バ
ー
レ
イ
の
適

用
に
あ
た
っ
て
は
、
事
後
的
判
断
を

使
用
し
な
い
よ
う
に
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９

号
の
初
度
適
用
時
に
お
け
る
金
融
資

（図表）　比較対象期間と適用基準

財務諸表の
年次

金融資産

保険契約負債2023年１月に
も存在する
金融資産

2023年１月に
は存在しない
金融資産

2022年 IAS39号 IAS39号 IFRS4号

修正再表示した
2022年 IFRS9号 IAS39号 IFRS17号

2023年 IFRS9号 ― IFRS17号

産
の
分
類
に
関
す
る
情
報
で
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
17
号
の
移
行
日
に
お
い
て
入
手
可

能
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

影
響
範
囲

今
回
の
修
正
提
案
は
任
意
適
用
で

あ
る
た
め
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
17
号
と
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
９
号
を
同
時
に
初
度
適
用
す
る

会
社
で
修
正
提
案
の
適
用
を
選
択
し

た
場
合
に
、
影
響
を
受
け
る
。

コ
メ
ン
ト
募
集
期
限

コ
メ
ン
ト
募
集
期
限
は
２
０
２
１

年
９
月
27
日
と
さ
れ
て
い
る
。

経理用語の豆知識
取締役の報酬等として無償交付する株式

取締役の報酬として無償交付する株式の会計処理として、
事前交付型と事後交付型とがある。

事前交付型の会計処理について、取締役等に対して新株を
発行し、これに応じて企業が取締役等から取得するサービス
は、その取得に応じて費用として計上する。各会計期間におけ
る費用計上額は、株式の公正な評価額のうち、対象勤務期間
を基礎とする方法その他合理的な方法に基づき当期に発生
したと認められる額となる。株式の公正な評価額は、公正な評
価単価に株式数を乗じて算定する。

事後交付型の会計処理について、取締役の報酬等として株
式を無償交付する取引に関する契約を締結し、これに応じて
企業が取締役等から取得するサービスは、サービスの取得に
応じて費用を計上し、対応する金額は、株式の発行等が行わ
れるまでの間、貸借対照表の純資産の部の株主資本以外の項
目に株式引受権として計上する。

米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
連
邦
準
備
制
度
理
事

会
）
は
７
月
27
、
28
日
に
Ｆ
Ｏ
Ｍ

Ｃ
（
連
邦
公
開
市
場
委
員
会
）
を
開

催
し
、
現
状
の
金
融
政
策
を
維
持
す

る
こ
と
を
決
定
し
た
。
市
場
が
注
目

し
て
い
る
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
策

の
縮
小
に
つ
い
て
、
市
場
の
思
惑
を

変
え
る
内
容
の
発
表
は
な
く
、
引
き

続
き
年
内
に
具
体
的
内
容
が
発
表
さ

れ
、
開
始
さ
れ
る
見
方
が
強
い
。

今
月
26
～
28
日
に
米
ジ
ャ
ク
ソ
ン

ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
る
経
済
政
策
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
パ
ウ
エ
ル
Ｆ
Ｒ
Ｂ

議
長
の
講
演
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い

る
。
議
長
自
身
も
講
演
に
向
け
た
原

稿
を
執
筆
中
で
あ
る
と
明
言
し
た
た

め
、
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
出
さ

れ
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。

米
商
務
省
が
７
月
29
日
に
発
表
し

た
第
２
四
半
期
（
４
―
６
月
期
）
の

米
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
、
前
期
比
年
率

換
算
で
プ
ラ
ス
６
・
５
％
と
な
り
、

お
お
む
ね
コ
ロ
ナ
禍
前
の
水
準
に

戻
っ
て
い
る
。

パ
ウ
エ
ル
議
長
は
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
後
の

会
見
で
、
こ
の
総
体
的
な
成
長
の
強

さ
に
加
え
て
、
個
人
消
費
、
住
宅
市

場
、
設
備
投
資
の
強
さ
、
雇
用
情
勢

の
回
復
見
込
み
、
一
時
的
に
高
止
ま

り
す
る
物
価
上
昇
率
を
挙
げ
、
金
融

政
策
で
対
応
す
る
可
能
性
も
示
唆
し

た
。
物
価
上
昇
の
上
振
れ
に
対
す
る

警
鐘
と
も
取
れ
る
。
会
見
は
、
緩
和

縮
小
を
意
識
さ
せ
る
内
容
で
は
あ
っ

た
が
、
具
体
的
な
中
身
に
つ
い
て
は

触
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
住
宅
価
格
指
数
が

１
９
７
９
年
以
来
の
高
い
水
準
を
記

録
し
、
住
宅
市
場
の
過
熱
感
が
高

ま
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
に

対
応
す
る
た
め
に
、
住
宅
ロ
ー
ン
担

保
証
券
（
Ｍ
Ｂ
Ｓ
）
を
中
心
に
緩
和

縮
小
の
議
論
が
始
ま
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
期
待
が
市
場
の
一
部
に

あ
っ
た
。
パ
ウ
エ
ル
議
長
は
、
会
見

で
こ
の
点
を
尋
ね
ら
れ
る
と
、
今
回

議
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
た

が
、
今
後
に
つ
い
て
含
み
を
持
た
せ

た
。米

長
期
金
利
は
４
月
か
ら
低
下
傾

向
で
、
為
替
市
場
、
米
株
式
市
場
と

も
に
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
動
向
を
材
料
に
動
く

ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
だ

け
に
、
こ
の
ま
ま
８
月
下
旬
ま
で
推

移
す
れ
ば
、
市
場
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン

ホ
ー
ル
を
相
場
材
料
に
振
れ
や
す
く

な
る
可
能
性
も
高
ま
る
と
み
ら
れ
て

い
る
。
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証
　
　
券

デ
ル
タ
株
が
握
る
景
気
と
株
価
の
今
後

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2021年 
７月26日

産業競争力強化法等の一部を改
正する等の法律の施行に伴う定
款モデルおよび招集通知モデル
の改正

全国株懇
連合会

産業競争力強化法等の改正に伴い、バーチャルオンリー株主総会が開催
可能となったことを踏まえ、定款モデルおよび招集通知モデルを改正す
るもの。
http://www.kabukon.net/pic/study_2021_03.pdf

―

2021年 
７月26日

収益認識基準適用に伴う「消費
税の会計処理について（中間報
告）」の取扱いについて（お知ら
せ）

JICPA

本年４月開始年度より収益認識基準が強制適用されていることに伴い、
消費税および地方消費税の会計処理について、収益認識基準の規定が優
先して適用されることへの留意を促すもの。
https://jicpa.or.jp/news/information/2021/20210726agf.html

―

2021年 
７月26日

監査基準委員会報告書700「財
務諸表に対する意見の形成と監
査報告」等および監査・保証実
務委員会実務指針85号「監査報
告書の文例」の改正（公開草案）

JICPA

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」にお
ける公認会計士法の改正等を踏まえ、所要の整備を行うもの。監査報告
書の電子化に関して、電子署名に係る取扱いなどが追加されている。コ
メント期限は８月９日。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210726fab.html

―

2021年 
７月26日

監査基準委員会研究報告６号
「監査報告書に係るQ&A」の改
正（公開草案）

JICPA
上記の改正を踏まえ、所要の見直しを行うもの。コメント期限は８月26
日。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210726fbg.html

―

2021年 
７月30日

政令218号
産業競争力強化法等の一部を改
正する等の法律の施行期日を定
める政令　他

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を原則とし
て2021年８月２日とするもの。あわせて同法の施行に伴う関係政令の
整備政令、同法施行規則の一部を改正する命令等も公布されている。
https://kanpou.npb.go.jp/20210730/20210730t00064/20210730
t000640003f.html

―

2021年 
７月30日

改定版「会計監査人との連携に
関する実務指針」

日本監査
役協会

KAMの導入、監査人が監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務
諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容（その他の記載内容）に関
する手続の整備に関連した実務上の対応を追記する改定を行ったもの。
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-579.html

―

2021年 
８月２日

IT委員会研究報告56号「リモー
トワークに伴う業務プロセス・
内部統制の変化への対応 （提
言）」

JICPA

リモートワークの導入・進展によって企業の業務プロセスおよび内部
統制ならびに監査人による監査に生じる変化に伴う主要な課題を識別
し、公認会計士等に対してその対応の方向性を示すことを目的として取
りまとめたもの。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210802cfh.html

―

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
変
異
株

（
デ
ル
タ
株
）
の
感
染
拡
大
が
続
い

て
い
る
。
菅
政
権
は
８
月
早
々
、「
緊

急
事
態
宣
言
」
を
発
令
す
る
府
県
、

「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
を
適

用
す
る
地
域
の
拡
大
を
決
め
た
。

こ
れ
ま
で
、
感
染
者
、
重
症
者
、

死
者
は
欧
米
先
進
国
に
比
べ
る
と
少

な
い
と
み
ら
れ
て
い
た
が
、
日
本
全

国
で
感
染
者
が
１
日
１
万
人
を
超
え

た
衝
撃
は
大
き
い
と
み
ら
れ
る
。
田

村
厚
生
労
働
大
臣
も
「
感
染
力
の
強

い
変
異
ウ
イ
ル
ス
『
デ
ル
タ
株
』
の

広
が
り
で
局
面
が
変
わ
っ
た
」
と
述

べ
、
危
機
感
を
示
し
た
。

政
府
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
人
的

交
流
の
最
大
限
の
抑
制
で
あ
る
。
具

体
的
な
政
策
は
、
酒
類
提
供
の
飲
食

店
、
カ
ラ
オ
ケ
店
な
ど
へ
の
休
業
要

請
、
旅
行
・
宿
泊
計
画
の
中
止
要
望
、

と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
関
連
業
界

の
失
望
、
落
胆
が
目
に
み
え
る
よ
う

で
あ
る
。

ま
た
、
度
重
な
る
外
出
・
交
流
の

自
粛
要
請
に
緊
張
感
が
薄
れ
て
き
て

い
る
と
の
指
摘
も
あ
り
、
新
た
な
緊

急
事
態
宣
言
に
よ
っ
て
人
流
が
抑
制

さ
れ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
と
い
う
声

も
強
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
焦

点
と
な
っ
て
い
る
デ
ル
タ
株
の
感
染

は
、
ワ
ク
チ
ン
未
接
種
の
若
年
・
中

年
層
が
中
心
で
あ
る
と
さ
れ
て
お

り
、
感
染
抑
制
の
た
め
に
は
ワ
ク
チ

ン
の
接
種
が
急
が
れ
る
。

折
か
ら
多
く
の
企
業
で
は
、
第

１
四
半
期
決
算
発
表
の
時
期
で
あ

る
。
製
造
業
は
海
外
需
要
に
支
え
ら

れ
業
績
を
上
方
修
正
す
る
企
業
が
珍

し
く
な
い
。
ま
た
、
非
製
造
業
で
は

人
の
移
動
に
関
わ
る
業
界
は
引
き
続

き
低
調
だ
が
、
物
の
移
動
に
関
係
す

る
業
界
は
粘
り
強
さ
を
発
揮
し
て
い

る
。わ

が
国
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
実
績
で
は
主

要
国
の
な
か
で
は
芳
し
く
な
い
が
、

企
業
収
益
で
は
他
国
に
劣
っ
て
い
な

い
。
企
業
収
益
の
動
向
が
株
価
回
復

に
つ
な
が
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
状

況
に
あ
る
が
、
コ
ロ
ナ
感
染
の
状
況

が
日
本
株
価
を
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
す

る
方
向
に
働
く
と
の
懸
念
も
あ
る
。

た
だ
、
最
近
、
コ
ロ
ナ
禍
縮
小
で

先
行
し
て
い
た
欧
米
各
国
で
も
、
デ

ル
タ
株
の
広
が
り
が
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
者

へ
の
感
染
も
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
各
国
が
ど
の
よ
う
な
対
応
策
を

と
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。


